
(19)日本国特許庁（JP） (12) 公開特許公報（Ａ） (11)特許出願公開番号

特開2001－353147
(P2001－353147A)

(43)公開日 平成13年12月25日(2001.12.25)

(51)Int.Cl7 識別記号 FI ﾃｰﾏｺｰﾄﾞ(参考)

   �A�6�1�B  8/00    

   � � � �   5/00    101

   �A�6�1�B  8/00    

   � � � �   5/00    101 E

�4�C�3�0�1

審査請求 未請求 請求項の数 6ＯＬ（全 7 数）

(21)出願番号 特願2000－177100(P2000－177100)

(22)出願日 平成12年6月13日(2000.6.13)

(71)出願人 000112602

フクダ電子株式会社

東京都文京区本郷3丁目39番4号

(72)発明者 丸山 満也

東京都文京区本郷3丁目39番4号  フクダ電

子株式会社内

(74)代理人 100094330

弁理士 山田 正紀 (外2名)

Ｆターム（参考） 4C301 AA02 EE13 EE19 EE20 GA01

GC02 GC04 GC05 GC30

(54)【発明の名称】 医用機器および超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】生体に接触する接触面を有し該接触面を介して
該生体の情報を検出する医用センサを備え、該医用セン
サで検出した情報を処理する医用機器、及び医用センサ
として超音波プローブを備えた超音波診断装置に関し、
医用センサの接触面をあてがわれた者が、不快でなく安
定した精神状態で医用行為を受けられる医用機器、及び
超音波プローブの接触面をあてがわれた者が、不快でな
く安定した精神状態で超音波診断を受けられる超音波診
断を提供する。
【解決手段】医用センサが、接触面の温度を測定する温
度測定部２１６，１０１と、接触面を加熱する加熱部２
１４とを有するものであって、接触面の目標温度を設定
する温度設定部１０２と、加熱部２１４による加熱を制
御することにより接触面の温度を目標温度に調整する温
度制御部１０３，１０４とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体に接触する接触面を有し該接触面を
介して該生体の情報を検出する医用センサを備え、該医
用センサで検出した情報を処理する医用機器において、
前記医用センサが、前記接触面の温度を測定する温度測
定部と、前記接触面を加熱する加熱部とを有するもので
あって、
前記接触面の目標温度を設定する温度設定部と、
前記加熱部による加熱を制御することにより前記接触面
の温度を前記目標温度に調整する温度制御部とを備えた
ことを特徴とする医用機器。
【請求項２】  生体に接触する接触面を有し該接触面を
介して該生体の情報を検出する医用センサを備え、該医
用センサで検出した情報を処理する医用機器において、
前記医用センサが、前記接触面の温度を測定する温度測
定部と、前記接触面を冷却する冷却部とを有するもので
あって、
前記接触面の目標温度を設定する温度設定部と、
前記冷却部による冷却を制御することにより前記接触面
の温度を前記目標温度に調整する温度制御部とを備えた
ことを特徴とする医用機器。
【請求項３】  生体に接触する接触面を有し該接触面を
介して該生体内に超音波を送波し生体内で反射して戻っ
てきた超音波を受信する超音波プローブを備え、該超音
波プローブに超音波の送受信を繰り返させて該送受信を
繰り返す間に得られた受信信号に基づく画像を表示する
超音波診断装置において、
前記超音波プローブが、前記接触面の温度を測定する温
度測定部と、該接触面を加熱する加熱部とを有するもの
であって、
前記接触面の目標温度を設定する温度設定部と、
前記加熱部による加熱を制御することにより前記接触面
の温度を前記目標温度に調整する温度制御部とを備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】  前記超音波プローブが、前記接触面の温
度を伝達する熱伝導部材を備え、前記温度測定部および
前記加熱部が、該熱伝導部材に接触した状態に設けられ
ていることを特徴とする請求項３記載の超音波診断装
置。
【請求項５】  生体に接触する接触面を有し該接触面を
介して該生体内に超音波を送波し生体内で反射して戻っ
てきた超音波を受信する超音波プローブを備え、該超音
波プローブに超音波の送受信を繰り返させて該送受信を
繰り返す間に得られた受信信号に基づく画像を表示する
超音波診断装置において、
前記超音波プローブが、前記接触面の温度を測定する温
度測定部と、該接触面を冷却する冷却部とを有するもの
であって、
前記接触面の目標温度を設定する温度設定部と、
前記冷却部による冷却を制御することにより前記接触面
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の温度を前記目標温度に調整する温度制御部とを備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】  前記超音波プローブが、前記接触面の温
度を伝達する熱伝導部材を備え、前記温度測定部および
前記冷却部が、該熱伝導部材に接触した状態に設けられ
ていることを特徴とする請求項５記載の超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、生体に接触する接
触面を有し該接触面を介して該生体の情報を検出する医
用センサを備え、該医用センサで検出した情報を処理す
る医用機器、及び医用センサとして超音波プローブを備
えた超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来より、生体に接触する接触面を有し
該接触面を介して該生体の情報を検出する医用センサを
備え、該医用センサで検出した情報を処理する様々な医
用機器が用いられている。このような医用機器には例え
ば、生体、特に人体に接触する接触面を有し該接触面を
介して該人体内に超音波を送波し人体内で反射して戻っ
てきた超音波を受信する超音波プローブを医用センサと
して備え、その超音波プローブに超音波の送受信を繰り
返させて送受信を繰り返す間に得られた受信信号に基づ
く画像を表示する超音波診断装置がある。
【０００３】図５は超音波診断装置を操作して超音波診
断を行っている様子を示す模式図である。
【０００４】図５に示された超音波診断装置は、本体部
１０と、本体部１０に接続する超音波プローブ２０とを
有している。
【０００５】図５に示すように、超音波診断は、操作者
３が、超音波プローブ２０の先端部２１０に設けられた
接触面２１１を被検者４の肌に直接あてがい、その先端
部２１０の位置および角度を調整する。先端部２１０の
内部には、超音波を送受信する超音波探触子（図示せ
ず）が備えられており、その超音波探触子から被検者４
の体内に向けて超音波が発信され、被検者４の体内で反
射した超音波がその超音波探触子で受信される。この受
信により得られた受信信号は、超音波プローブ２０のケ
ーブル２２０を経由して本体部１０の内部に取り込まれ
る。
【０００６】本体部１０の内部では、受信信号に対し、
操作者３による操作盤１１０の操作等に応じた処理がな
され、処理後の信号に基づく、被検者４の体内の断層像
が、モニタ１２０に表示される。また記録用として、モ
ニタ１２０に表示された断層像は、出力部１３０によっ
てモニタ１２０に表示されたままの態様で記録用紙に印
刷される。
【０００７】また、生体に接触する接触面を有し該接触
面を介して該生体の情報を検出する、上述した超音波プ
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3
ローブとは異なる医用センサを備えた医用機器における
医用行為においても、超音波プローブ２０の接触面２１
１を被検者４の肌に直接あてがう上述の超音波診断と同
じように、医用センサの接触面が医用行為を受ける者の
肌に直接あてがわれる。
【０００８】したがって、医用センサの接触面をあてが
われた者は、医用センサの接触面の温度を直に感じ取
る。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】ところで、医用機器を
用いた医用行為において、医用行為を受ける者の精神状
態を安定させることは、正確な医用行為や適切な医用行
為を行う上で不可欠なことである。
【００１０】しかしながら、医用センサの接触面の温度
は医用行為を受ける者の体温よりも特に冬季には低いた
め、医用センサの接触面をあてがわれた者は、医用セン
サの接触面を冷たく感じ、不快感や恐怖感を覚えたり、
精神状態が不安定になることがある。また、医用センサ
の、医用行為を受ける者の装着部位より高温になった接
触面、さらには医用センサの火傷を負わせるほど高温に
なった接触面をあてがわれた者も精神状態が大きく乱れ
る。
【００１１】本発明は、上記事情に鑑み、医用センサの
接触面をあてがわれた者が、不快でなく安定した精神状
態で医用行為を受けられる医用機器、及び超音波プロー
ブの接触面をあてがわれた者が、不快でなく安定した精
神状態で超音波診断を受けられる超音波診断を提供する
ことを目的とする。
【００１２】
【発明が解決しようとする手段】上記目的を達成する本
発明の第１の医用機器は、生体に接触する接触面を有し
該接触面を介して該生体の情報を検出する医用センサを
備え、該医用センサで検出した情報を処理する医用機器
において、上記医用センサが、上記接触面の温度を測定
する温度測定部と、上記接触面を加熱する加熱部とを有
するものであって、上記接触面の目標温度を設定する温
度設定部と、上記加熱部による加熱を制御することによ
り上記接触面の温度を上記目標温度に調整する温度制御
部とを備えたことを特徴とする。
【００１３】本発明の第１の医用機器は、温度制御部に
よって制御された加熱部による医用センサの接触面の加
熱によって医用センサの接触面の温度を設定された目標
温度に調整することができるため、医用行為を受ける者
の体温付近に目標温度を設定することにより、医用行為
を受ける者に医用センサの接触面を冷たく感じさせるこ
とを避けることができ、その結果、医用センサの接触面
をあてがわれた者が、不快でなく安定した精神状態で医
用行為を受けることができる。
【００１４】さらに、上記目的を達成する本発明の第２
の医用機器は、生体に接触する接触面を有し該接触面を
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介して該生体の情報を検出する医用センサを備え、該医
用センサで検出した情報を処理する医用機器において、
上記医用センサが、上記接触面の温度を測定する温度測
定部と、上記接触面を冷却する冷却部とを有するもので
あって、上記接触面の目標温度を設定する温度設定部
と、上記冷却部による冷却を制御することにより上記接
触面の温度を上記目標温度に調整する温度制御部とを備
えたことを特徴とする。
【００１５】本発明の第２の医用機器は、温度制御部に
よって制御された冷却部による医用センサの接触面の冷
却によって医用センサの接触面の温度を設定された目標
温度に調整することができるため、医用行為を受ける者
の体温付近に目標温度を設定することにより医用行為を
受ける者を火傷から守り、その結果、医用行為を受ける
者の安全性を保ち、医用センサの接触面をあてがわれた
者が、不快でなく安定した精神状態で医用行為を受ける
ことができる。
【００１６】また、上記目的を達成する本発明の第１の
超音波診断装置は、生体に接触する接触面を有し該接触
面を介して該生体内に超音波を送波し生体内で反射して
戻ってきた超音波を受信する超音波プローブを備え、該
超音波プローブに超音波の送受信を繰り返させて該送受
信を繰り返す間に得られた受信信号に基づく画像を表示
する超音波診断装置において、上記超音波プローブが、
上記接触面の温度を測定する温度測定部と、該接触面を
加熱する加熱部とを有するものであって、上記接触面の
目標温度を設定する温度設定部と、上記加熱部による加
熱を制御することにより上記接触面の温度を上記目標温
度に調整する温度制御部とを備えたことを特徴とする。
【００１７】本発明の第１の超音波診断装置は、温度制
御部によって制御された加熱部による超音波プローブの
接触面の加熱によって超音波プローブの接触面の温度を
設定された目標温度に調整することができるため、被検
者の体温付近に目標温度を設定することにより、被検者
に超音波プローブの接触面を冷たく感じさせることを避
けることができ、その結果、超音波プローブの接触面を
あてがわれた被検者が、不快でなく安定した精神状態で
超音波診断を受けることができる。
【００１８】ここで、本発明の第１の超音波診断装置に
おいて、上記超音波プローブが、上記接触面の温度を伝
達する熱伝導部材を備え、上記温度測定部および上記加
熱部が、該熱伝導部材に接触した状態に設けられている
ものであってもよい。
【００１９】さらに、本発明の第２の超音波診断装置
は、生体に接触する接触面を有し該接触面を介して該生
体内に超音波を送波し生体内で反射して戻ってきた超音
波を受信する超音波プローブを備え、該超音波プローブ
に超音波の送受信を繰り返させて該送受信を繰り返す間
に得られた受信信号に基づく画像を表示する超音波診断
装置において、上記超音波プローブが、上記接触面の温
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度を測定する温度測定部と、該接触面を冷却する冷却部
とを有するものであって、上記接触面の目標温度を設定
する温度設定部と、上記冷却部による冷却を制御するこ
とにより上記接触面の温度を上記目標温度に調整する温
度制御部とを備えたことを特徴とする。
【００２０】本発明の第２の超音波診断装置は、温度制
御部によって制御された冷却部による超音波プローブの
接触面の冷却によって超音波プローブの接触面の温度を
設定された目標温度に調整することができるため、被検
者の体温付近に目標温度を設定することにより被検者を
火傷から守り、その結果、被検者の安全性を保ち、超音
波プローブの接触面をあてがわれた被検者が、不快でな
く安定した精神状態で超音波診断を受けることができ
る。
【００２１】ここで、本発明の第２の超音波診断装置に
おいて、上記超音波プローブが、上記接触面の温度を伝
達する熱伝導部材を備え、上記温度測定部および上記冷
却部が、該熱伝導部材に接触した状態に設けられている
ものであってもよい。
【００２２】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について
説明する。
【００２３】図１は、本発明の医用機器の一実施形態で
ある超音波診断装置の外観斜視図である。
【００２４】図１に示された超音波診断装置１の外観構
成は、先に図５を用いて説明した従来の超音波診断装置
と同じであり、超音波診断装置１は、操作盤１１０と、
モニタ１２０と、出力部１３０とが設けられた本体部１
０と、本体部１０に接続する超音波プローブ２０とを有
する、軽量、小型タイプの超音波診断装置である。
【００２５】超音波プローブ２０は、先端部２１０と、
ケーブル２２０とを有し、先端部２１０には、生体に接
触する接触面２１１が設けられている。この先端部２１
０の内部構造を図２を用いて説明する。
【００２６】図２（ａ）は、超音波プローブの先端部の
内部構造を正面から説明するため図であって、図２
（ｂ）は、超音波プローブの先端部の内部構造を側面か
ら説明するための図である。
【００２７】先端部２１０の内部には、超音波探触子２
１２、熱伝導体２１３、発熱体２１４、熱吸収体２１
５、及びサーミスタ２１６が設けられている。
【００２８】超音波探触子２１２は、生体内に超音波を
送波し、生体内の各組織等で反射して戻ってきた超音波
を受信するものである。
【００２９】熱伝導体２１３は、接触面２１１の温度を
伝達する部材であるため、熱伝導性が良好な、安価で軽
いアルミニウムからなる、先端部２１０の形状に合わせ
られた板部材である。したがって、熱伝導体２１３は、
本発明にいう熱伝導部材に相当する。
【００３０】また、この熱伝導体２１３に接触した状態
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に設けられているのが、発熱体２１４、熱吸収体２１
５、及びサーミスタ２１６の３つの部材である。発熱体
２１４は、通電によって発熱し、接触面２１１を加熱す
るものであって、本発明の加熱部に相当する。また、熱
吸収体２１５は、ペルチェ効果を利用して接触面２１１
を冷却するものであって、本発明の冷却部に相当する。
発熱体２１４及び熱吸収体２１５は、いずれも熱伝導体
２１３よりも小さなものであって、凹状の同じ形状を有
し、互いに接触している。
【００３１】サーミスタ２１６は、発熱体２１４と熱吸
収体２１５とに包囲された状態で、ちょうど両者の中間
に位置するように配置され、直接的には発熱体２１４や
熱吸収体２１５の温度を測定することによって、接触面
２１１の温度を測定するものである。
【００３２】次に、図３を用いて、発熱体２１４と、熱
吸収体２１５と、サーミスタ２１６とを用いた接触面２
１１の温度制御について説明する。
【００３３】図３は、図１に示された超音波診断装置１
の接触面の温度制御のための回路図である。
【００３４】超音波診断装置１は本体部１０の内部に、
接触面２１１の温度に対応する電圧Ｖ

t
を出力する温度

検出用アンプ１０１と、接触面２１１の目標温度に対応
する基準電圧Ｖ

s
を設定する可変抵抗１０２と、電圧Ｖ

t

と基準電圧Ｖ
s
との差分に応じた電圧ΔＶを出力する差

温検出用アンプ１０３と、発熱体２１４の発熱を制御す
る発熱体制御用アンプ１０４と、熱吸収体２１５の熱吸
収を制御する熱吸収体制御用アンプ１０５とを備えてい
る。
【００３５】したがって、サーミスタ２１６と温度検出
用アンプ１０１との組み合わせが、本発明にいう温度測
定部に相当し、可変抵抗１０２が本発明にいう温度設定
部に相当する。
【００３６】接触面２１１の温度に対応する、サーミス
タ２１６の抵抗値に基づく電圧は、温度検出用アンプ１
０１によって増幅され電圧Ｖ

t
となる。この温度検出用

アンプ１０１の増幅率は、超音波診断装置１の設計段階
において、例えば、接触面２１１の温度が２０℃のとき
には、温度検出用アンプ１０１から出力される電圧Ｖ

t

が０Ｖになるように、接触面２１１の温度が５０℃のと
きには、温度検出用アンプ１０１からから出力される電
圧Ｖ

t
が５Ｖになるように、また、接触面２１１の温度

が２０℃から５０℃の間では、温度検出用アンプ１０１
から出力される電圧Ｖ

t
が２Ｖから５Ｖの間で直線的に

変化するように設定されている。
【００３７】可変抵抗１０２は、５Ｖの電源に接続され
たものであって、操作盤１１０に設けられた操作子を操
作することにより抵抗値が変化するものである。これに
より、接触面２１１の目標温度に対応する基準電圧Ｖ

s

が設定される。この可変抵抗１０２から出力される基準
電圧Ｖ

s
は、接触面２１１の目標温度と、上述した温度



(5) 特開２００１－３５３１４７

10

20

30

40

50

7
検出用アンプ１０１の増幅率の設定と同じような対応付
けがなされたものである。
【００３８】差温検出用アンプ１０３には、電源電圧±
Ｖが供給され、温度検出用アンプ１０１から出力された
電圧Ｖ

t
と、可変抵抗１０２から出力された基準電圧Ｖ

s

とが入力される。また、差温検出用アンプ１０３から
は、これらの入力された電圧の差に応じた電圧ΔＶが出
力される。例えば、温度検出用アンプ１０１から出力さ
れた電圧Ｖ

t
の方が可変抵抗１０２から出力された基準

電圧Ｖ
s
よりも高ければ、両者の差分に応じた正の値の

電圧ΔＶが出力され、温度検出用アンプ１０１から出力
された電圧Ｖ

t
の方が可変抵抗１０２から出力された基

準電圧Ｖ
s
よりも低ければ、両者の差分に応じた負の値

の電圧ΔＶが出力される。
【００３９】発熱体制御用アンプ１０４は、負の値の電
圧ΔＶが入力された場合のみ、発熱体２１４を動作させ
るものであり、熱吸収体制御用アンプ１０５は、正の値
の電圧ΔＶが入力された場合のみ、熱吸収体２１５を動
作させるものである。したがって、差温検出用アンプ１
０３から出力された電圧ΔＶが正の値の場合、すなわ
ち、接触面２１１の温度が目標温度よりも高かった場合
には、熱吸収体制御用アンプ１０５が、電圧ΔＶの大き
さに応じて、熱吸収体２１５によて接触面２１１を冷却
させる。一方、差温検出用アンプ１０３から出力された
電圧ΔＶが負の値の場合、すなわち、接触面２１１の温
度が目標温度よりも低かった場合には、発熱体制御用ア
ンプ１０４が、電圧ΔＶの大きさに応じて、発熱体２１
４によって接触面２１１を加熱させる。また、差温検出
用アンプ１０３から出力された電圧ΔＶが０Ｖであった
場合、すなわち、接触面２１１の温度と目標温度とが同
じであった場合には、発熱体２１４も、熱吸収体２１５
も共に無動作となる。
【００４０】したがって、差温検出用アンプ１０３、発
熱体制御用アンプ１０４、及び熱吸収体制御用アンプ１
０５の組み合わせが、本発明にいう温度制御部に相当す
る。
【００４１】なお、発熱体制御用アンプ１０４と、発熱
体２１４とで構成される回路４０は、超音波探触子２１
２に影響を及ぼす高周波ノイズが発生することを低減さ
せるため、時定数が大きな回路（例えば、時定数０．５
秒）である。このため、発熱体制御用アンプ１０４から
発熱体２１４に供給される電流は、立ち上がりと立ち下
がりとがなまった電流になる。また、熱吸収体制御用ア
ンプ１０５と、熱吸収体２１５とで構成される回路５０
も同様に、時定数が大きな回路構成を有するものである
ため、熱吸収体制御用アンプ１０５から熱吸収体２１５
に供給される電流も、立ち上がりと立ち下がりとがなま
った電流になる。
【００４２】以上のような接触面２１１の温度制御によ
って、接触面２１１は、目標温度に保たれる。ここで、
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目標温度を被検者の体温付近に設定すると、火傷を防止
し、安全に超音波診断が行えるうえ、被検者に不快感や
恐怖感を与えず、不快でなく安定した精神状態に被検者
の精神状態をすることができる。またこの結果、不快感
や恐怖感により生じることのある被検者の体動も抑える
ことができ、超音波プローブ２０の先端部２１０の位置
および角度調整も容易になる。さらに、目標温度を被検
者の体温よりも少し高めに設定すると、被検者に暖かい
快感を特に冬季には与え、より不快でなく安定した精神
状態に被検者の精神状態をすることができ好ましい。
【００４３】なお、上記実施形態の超音波プローブ２０
の接触面２１１と生体との間に水やゾル状あるいはゲル
状の超音波伝搬媒体（いわゆる超音波ゼリー）を介在さ
せて超音波診断を行うと、発熱体２１４によって接触面
２１１が加熱され、あるいは熱吸収体２１５によって接
触面２１１が冷却されるため、超音波伝搬媒体の温度変
化も、上述した接触面の温度制御によって防止すること
ができる。また、超音波伝搬媒体を保温器で予め温めて
おき使用することがあるが、上記実施形態において、目
標温度を被検者の体温付近として、超音波プローブ２０
の接触面２１１に超音波伝搬媒体を塗布し、接触面２１
１の温度をその目標温度にしてから被検者にあてがう
と、超音波伝搬媒体を予め温める保温器が不要になる。
さらに、上記実施形態の超音波プローブ２０は、先端部
２１０の先端にカプラを備えるものであってもよい。す
なわち、先端部２１０の先端に装着されたこのカプラの
先端が超音波プローブの生体に接触する接触面として使
用され、サーミスタ２１６によってカプラ先端の接触面
の温度を測定し、発熱体２１４によってカプラ先端の接
触面が加熱され、熱吸収体２１５によってカプラ先端の
接触面が冷却される。
【００４４】次に、本発明の医用機器の他の実施形態で
ある超音波診断装置について説明するが、外観構成につ
いては、上述した超音波診断装置１と同じであるため説
明は省略し、特徴的な超音波プローブの先端部の内部構
造について、図４を用いて説明する。
【００４５】図４（ａ）は、超音波プローブの先端部の
内部構造を正面から説明するための図であって、図４
（ｂ）は、超音波プローブの先端部の内部構造を側面か
ら説明するための図である。
【００４６】先端部２１０’の内部には、超音波探触子
２１２’、熱伝導体２１３、発熱体２１４、サーミスタ
２１６、及び断熱材２１７が設けられている。
【００４７】本実施形態の超音波探触子２１２’は、上
述した実施形態の超音波探触子２１２と同じ機能を有す
るものであるが、形状は異なりフィルム状のものであ
る。本実施形態では、このフィルム状の超音波探触子２
１２’に熱伝導体２１３が重ね合わされている。また、
熱伝導体２１３の側面の一部には、サーミスタ２１６が
接着されており、熱伝導体２１３の超音波探触子２１
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２’側の面とは反対の面の一部には、発熱体２１４が接
着されている。さらに、接触面２１１の加熱を効率的に
行えるように、発熱体２１４の、熱伝導体２１３とは反
対側の端部は、断熱部材２１７の中に埋め込まれてい
る。なお、本実施形態では、上述した実施形態と異なり
熱吸収体は備えられていない。このため、接触面２１１
の温度制御のための、超音波診断装置の本体部の内部構
造には、上述した実施形態の内部構造には備えられてい
た熱吸収制御用アンプ１０５も備えられていない。しか
し、他の内部構造については、上述した実施形態の内部
構造と同じである。
【００４８】本実施形態の超音波診断装置では、目標温
度を被検者の体温付近に設定すると、被検者に超音波プ
ローブの接触面を冷たく感じさせることを避けることが
でき、その結果、不快でなく安定した精神状態に被検者
の精神状態をすることができる。
【００４９】なお、発熱体２１４に変えて熱吸収体を設
け、目標温度を被検者の体温付近に設定すると、被検者
を火傷から守り、その結果、超音波プローブの接触面を
あてがわれた被検者が、不快でなく安定した精神状態で
超音波診断を受けることができる。また、医用行為を受
ける者を火傷から守るために、医用機器の基準では、医
用センサの接触面の温度は４１℃以下に保つことが規定
されているが、この規定を確実に遵守できる、安全な超
音波診断装置を提供することができる。さらに、超音波
プローブの接触面を被検者の体温よりも低い低温に保ち
たい場合が生じたとしても、対応することができる。
【００５０】以上説明した２つの実施形態は、いずれも
超音波診断装置についての実施形態であったが、本発明
は超音波診断装置に限らず、心電計等様々な、生体に接
触する接触面を有しその接触面を介してその生体の情報
を検出する医用センサを備え、その医用センサで検出し
た情報を処理する医用機器に適用することがきる。
【００５１】
【発明の効果】以上、説明したように、本発明によれ
ば、医用センサの接触面をあてがわれた者が、不快でな*
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*く安定した精神状態で医用行為を受けられる医用機器、
及び超音波プローブの接触面をあてがわれた者が、不快
でなく安定した精神状態で超音波診断を受けられる超音
波診断を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の医用機器の一実施形態である超音波診
断装置の外観斜視図である。
【図２】図１に示された超音波診断装置の超音波プロー
ブの先端部の内部構造を説明するための図である。
【図３】図１に示された超音波診断装置の接触面の温度
制御のための回路図である。
【図４】超音波プローブの先端部の内部構造を説明する
ための図である。
【図５】超音波診断装置を操作して超音波診断を行って
いる様子を示す模式図である。
【符号の説明】
１    超音波診断装置
１０    本体部
１０１    温度検出用アンプ
１０２    可変抵抗
１０３    差温検出用アンプ
１０４    発熱体制御アンプ
１０５    熱吸収体制御用アンプ
１１０    操作盤
１２０    モニタ
１３０    出力部
２０    超音波プローブ
２１０，２１０’    先端部
２１１    接触面
２１２，２１２’    超音波探触子
２１３    熱伝導体
２１４    発熱体
２１５    熱吸収体
２１６    サーミスタ
２１７    断熱材
２２０    ケーブル

【図２】 【図４】
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